




（１）総合計画に基づく行政運営の推進
　行政運営マネジメントの基軸と位置付ける総合計画に基づいて、行政運営を進めることを原則とします。

（２）持続可能な財政運営の推進
　市町村合併に対する財政措置（普通交付税の合併算定替、合併特例債の発行など）の終焉等を見据えて、政策

と施策の体系的な整理に基づき、事務事業の効果を検証しながら継続的に見直しを行い、真に必要な分野に経営

資源を重点的に配分するとともに、新たな財源確保や、長期的な視点に立った公共施設等の維持管理・更新に係

る財政負担の軽減・平準化に取り組むなど、持続可能な財政運営を進めます。

（３）市民協働の推進
　多様化・高度化する市民ニーズへの対応と、新市の一体感の醸成を図るため、これまでも様々な行政分野にお

いて、様々な形で市民との協働によるまちづくりを進めてきました。これまでの取り組みの継続に加えて、情報発

信力の強化や交流の拠点づくりなどに新たに取り組み、市民協働の更なる推進を図ります。

Ⅱ   基本構想（2017～2024）
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清須市の基本理念1
　長期的な視点に立ってまちづくりを進めていくため、第１次総合計画の基本理念（安心・快適・創造・責任）を継

承することを基本としつつ、市民ニーズの多様化・高度化、市町村合併に対する財政措置の終焉、まち・ひと・しご

と創生の推進、リニア中央新幹線の開業など、今後の清須市を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、より清

須市らしさを発揮するため、まちづくりの基本理念として、「安心」・「快適」・「魅力」・「連携」の４つの基本理念を定

めます。

清須市の将来像2
　まちづくりの基本理念である「安心」・「快適」・「魅力」・「連携」をもとに、これまで築き上げてきたまちづくりの成

果を基盤として、更なる発展を遂げるため、将来に実現するまちの姿を、次のとおり定めます。

行政運営の方針3

　目指す将来像の実現に向けて、各分野で取り組むまちづくりの目標となる、７つの政策（施策の指針）を掲げます。

　東海豪雨災害の記憶を風化させず、教訓として将

来に渡って生かしていきながら、防災・減災対策を中

心とした安全対策を充実させ、安心して暮らせるまち

をつくります。

７つの政策（施策の指針）

芳野ポンプ場 総合防災訓練
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　「水」、「歴史」といった清須市ならではの個性を今後も大切にするとともに、更に生かしていきながら、市民の「安

心・快適」な暮らしが営まれることはもとより、地域全体に活気が満ち溢れ、市民も訪れる人も「元気」な都市の実現

を目指します。

（２）計画の期間
　「基本構想」において、長期的な視点に立った将来に実現するまちの姿を描いた上で、施策ごとの目標と方向性

を定める「基本計画」については、計画の進捗状況や社会情勢の変化等、さらには関連する個別計画の見直し等に

的確に対応するため、前期・後期に分けることとします。

　その上で、清須市のまち・ひと・しごと創生に向けた具体的な対策をまとめた「清須市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」（2016（平成28）年２月策定）との一体的な推進を図るため、次のように計画期間を設定します。

災害や犯罪から生命・財産を守り、暮らしの「安心」を確保します安　心

快　適

魅　力

連　携

自然と共生しながら都市機能を更に高め、暮らしの「快適」を確保します

市民の誇りと愛着をはぐくみながら、市の「魅力」を一層高めます

世代や地域、官民の枠を超えて、「つながり」を大切にします

水と歴史に織りなされた 安心・快適で元気な都市
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基本構想

基本計画

（総合戦略）

8年度間

前期（3年度間）

現戦略（2016～2019）

後期（5年度間）

次期戦略（5年度間）

政策1 安全で安心に暮らせるまちをつくる










